
広告

　
寒
い
こ
の
季
節
、
外
出
し
た
り
体
を
動

か
し
た
り
す
る
こ
と
が
減
り
、
運
動
不
足

や
人
と
の
交
流
が
減
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
生
活
習
慣
病
は
、
毎
日
の
食
生
活
や
運

動
な
ど
の
生
活
習
慣
が
深
く
関
わ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
病
気
で
す
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
進
行
す
る
た
め
、
日
頃
の
生

活
習
慣
を
見
直
し
改
善
す
る
こ
と
で
、
そ

の
発
症
・
進
行
を
予
防
・
抑
制
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
今
こ
そ
多
動
・
多
休
・
多
接
を
心
掛
け
、

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

一
無
、
二
少
、
三
多
で

生
活
習
慣
病
を
予
防
！

２
月
は
全
国
生
活
習
慣
病
予
防
月
間

　
毎
日
こ
つ
こ
つ
続
け
よ
う
、
健
康
習
慣

問
健
康
介
護
課　
℡
22-

6
8
3
8

　
日
常
生
活
の
中
で
身
体
活
動
量
を
増
や

し
ま
し
ょ
う
。
座
り
っ
ぱ
な
し
は
避
け
、

よ
く
歩
く
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
、
足
の
筋
肉
が
必
要
な
理
由
は
？

　

全
身
の
筋
肉
の
2
/
3
が
集
ま
る
足

は
、
第
二
の
心
臓
と
呼
ば
れ
、
歩
く
こ
と

で
心
臓
か
ら
の
血
液
循
環
を
助
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
老
化
は
足
か
ら
、
と
も
言

わ
れ
ま
す
。
若
々
し
く
健
康
で
い
る
た
め

に
、
よ
く
歩
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
理
想
的
な
睡
眠
時
間
は
6
～
8
時
間
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
個
人
の
生
活
ス
タ

イ
ル
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
自
分
の
活

動
量
に
応
じ
た
適
正
な
睡
眠
時
間（
目
覚

め
が
よ
く
、
昼
間
眠
く
な
ら
な
い
睡
眠
時

間
）を
取
る
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、毎
日
の
生
活
の
中
で
、リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
す
る
機
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
、
休
養
不
足
は
万
病
と
事
故
の
も
と
？

　
寝
不
足
や
睡
眠
障
害
は
、
成
人
の
4
人

に
1
人
が
抱
え
る
問
題
と
言
わ
れ
、
生
活

習
慣
病
リ
ス
ク
を
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、

交
通
事
故
の
原
因
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
多
く
の
人
と
交
流
し
、さ
ま
ざ
ま
な
事
、

物
に
好
奇
心
を
も
っ
て
接
す
る
な
ど
、
創

造
性
豊
か
な
イ
キ
イ
キ
と
し
た
生
活
を
送

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
社
会
や
人
と
の
つ
な
が
り
が
途
絶
え
る

と
身
体
的
・
精
神
的
な
健
康
障
害
が
起
こ

り
や
す
い
こ
と
が
科
学
的
に
検
証
さ
れ
て

い
ま
す
。

Ｑ
、�

趣
味
が
あ
る
人
、
料
理
を
す
る
人
ほ

ど
認
知
症
発
症
率
は
低
い
？

　
料
理
を
し
て
い
る
人
は
し
て
い
な
い
人

の
3
.3
倍
、
趣
味
が
あ
る
人
は
な
い
人

の
2
.2
倍
、
他
人
の
相
談
に
の
る
人
は

の
ら
な
い
人
の
2
.2
倍
、
認
知
症
発
症

率
が
低
く
な
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り

ま
す
。

今
よ
り
10
分

多
く
体
を
動
か
そ
う
！

多動

し
っ
か
り
休
養

心
と
体
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

多休

多
く
の
人
、事
、物
に
接
し
て

イ
キ
イ
キ
と
し
た
生
活
を
！

多接

多休

少酒

少食
生活
習慣病
予防

多動

無煙

多接
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広告

マイナンバーカード電子証明書のマイナンバーカード電子証明書の
更新手続きはお早めに更新手続きはお早めに

電
子
証
明
書
と
は

　

公
的
個
人
認
証
局
が
本
人
で
あ
る

こ
と
を
電
子
的
に
証
明
す
る
も
の
で
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
の
ロ
グ
イ
ン
や

e-

T
a
x
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ

ス
に
利
用
し
ま
す
。

▼
種
類

・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書　

　

�

マ
イ
ナ
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ

の
ロ
グ
イ
ン
な
ど
に
利
用　

・
署
名
用
電
子
証
明
書　

　
e-

T
a
x
な
ど
の
電
子
申
請
に
利
用

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は

2
つ
の
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
カ
ー
ド

の
有
効
期
限（
A
）と
、
電
子
証
明
書
の

有
効
期
限（
B
）が
あ

り
ま
す
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ

る
と
何
が
困
る
の
？

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
の
ロ
グ
イ
ン
や

e-
T
a
x
で
の
税
の
電
子
申
告
、
マ
イ

ナ
保
険
証
な
ど
の
利
用
が
で
き
な
く
な
る

な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

更
新
方
法

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
3

カ
月
前
に
、
電
子
証
明
書
有
効
期
限
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
通
知
書
の
案
内
に

従
い
、
市
民
環
境
課
窓
口
で
更
新
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※�

更
新
に
は
、
カ
ー
ド
交
付
時
に
設
定
し

た
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。

電
子
証
明
書
有
効
期
限
と

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
３

カ
月
以
上
経
過
す
る
と
、
マ
イ
ナ
保
険
証

と
し
て
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
有
効

期
限
が
切
れ
た
場
合
は
、
市
民
環
境
課
窓

口
で
電
子
証
明
書
の
更
新
後
に
マ
イ
ナ
保

険
証
の
再
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

電
子
証
明
書
が
失
効
し
て
も
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
本
体
や
資
格
情
報
は
引

き
続
き
有
効
で
す
。

発行時の年齢 18歳以上 18歳未満

（A）
マイナンバー
カードの有効
期限

発行日から
10回目の誕生日

発行日から
5回目の誕生日

（B）電子証明書の有効期限 発行日から5回目の誕生日

　マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限が
あります。有効期限の3カ月前に届く通知文書に従い更新
手続きを行ってください。

（A）
（B）

この封筒（電子証明書有効期限
通知書）が届いた人は
要チェック！

▶問市民環境課
・マイナンバーカードについて　℡22-6829
・国民健康保険・後期高齢者医療について　℡22-6827
▶その他の保険証について　各事業所に確認してください。
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広告

令和4年4月以降、これまでの
年金手帳に代わり、「基礎年金
番号通知書」が発行されます。

国
民
年
金
の
加
入
に
つ
い
て

　
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
全
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

20
歳
に
な
っ
た
人（
厚
生
年
金
の
加
入

者
を
除
く
）に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
の
お
知
ら
せ

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
を
使
用
し
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
る
ほ
か
、
口

座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
で
定

期
納
付
も
で
き
ま
す
。

※
厚
生
年
金
の
加
入
者
は
、
厚
生
年
金
保

険
料
以
外
に
保
険
料
を
負
担
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

前
納
割
引
制
度

　
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）す

る
と
、
割
引
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
納
付

　

毎
月
の
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
月
額

４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

各
種
免
除
制
度

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
に
は
、未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

学
生
納
付
特
例
や
免
除
・
納
付
猶
予
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
を
受
け
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
と
比
べ
て
将
来
の
年
金
額

が
低
額
と
な
り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

▼ 

対
象　
学
生
納
付
特
例
を
受
け
よ
う
と

す
る
年
度
の
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の

学
生

保
険
料
納
付
猶
予
制
度

▼ 

対
象　
50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
と
配

偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得（
1
月
か

ら
6
月
ま
で
に
申
請
す
る
場
合
は
前
々

年
所
得
）が
一
定
以
下
の
人

　
※
学
生
を
除
く

保
険
料
免
除
制
度

▼ 

対
象　
本
人
や
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
所
得（
1
月
か
ら
6
月
ま

で
に
申
請
す
る
場
合
は
前
々
年
所
得
）が

一
定
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た
場
合

　
※
学
生
を
除
く

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ス
マ
ホ
で

年
金
手
続
き
の
電
子
申
請
が
で
き
ま
す

▼
対
象
手
続
き

・
国
民
年
金（
第
１
号
被
保
険
者
）

　

加
入
の
届
出

・
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請

・
学
生
納
付
特
例
の
申
請

・
付
加
保
険
料
納
付（
辞
退
）の
申
出

・
産
前
産
後
免
除
の
届
出

・
口
座
振
替
納
付
に
関
す
る
申
請

　
国
民
年
金
は
、老
後
の
暮
ら
し
や
病
気・

け
が
で
障
が
い
を
負
っ
た
と
き
、
一
家
の

働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
、
皆

で
暮
ら
し
を
支
え
合
う
仕
組
み
で
す
。

問
市
民
環
境
課　
℡
22-

６
８
２
７

問
岐
阜
北
年
金
事
務
所

℡
０
５
８-

２
９
４-

６
３
６
４

20
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金

マイナポータル
はこちら
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